
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*アルキル水銀に係る法の一律基準
が「検出されないこと」とされてい
るため、上乗せの対象から除いてい
る 

⇒ 
特定 

施設 

水濁法対象事業場 

（特定事業場） 

排 

出 

水 

届出 

施設 

色 法対象事業場 

横だし基準 

有害物質： 

F､B､ｱﾝﾓﾆｱ等など28項目 

その他の項目： 
pH､BOD､COD､SS､n-Hex抽出物 
(鉱油､動植物油)､ﾌｪﾉｰﾙ類､ 
Cu､Zn､sol-Fe､sol-Mn､Cr､ 
E-coli､T-N､T-P､色 

《上乗せ条例の範囲》 

⇒ 

排 

出 

水 

（特定施設の設置はない） 

条例対象事業場 

（届出事業場） 

届出 

施設 

《生活環境保全条例の範囲》 

排  水  基  準 

 上水道水源地域、その他

の地域ごとに排水基準を

設定 

上乗せ基準 

 有害物質： 

上水道水源地域 

（環境基準並みの基準適用） 

海域 
（ほう素のみ上水道水源地域以

外の地域と同じ基準適用） 

 その他の項目： 

対象規模を裾下げ 

有害物質： 

F､B､ｱﾝﾓﾆｱ等など28項目 

その他の項目： 
pH､BOD､COD､SS､n-Hex抽出物 
(鉱油､動植物油)､ﾌｪﾉｰﾙ類､ 
Cu､Zn､sol-Fe､sol-Mn､Cr､ 
E-coli､T-N､T-P 

有害物質： 

F､B､ｱﾝﾓﾆｱ等など27項目* 

その他の項目： 
pH､BOD､COD､SS､n-Hex抽出物 
(鉱油､動植物油)､ﾌｪﾉｰﾙ類､ 
Cu､Zn､sol-Fe､sol-Mn､Cr､ 
E-coli 

水濁法の一律基準 

水質汚濁防止法及び府条例の排水基準適用関係 

水濁法第 3 条 3項 
要約：都道府県知事は、条
例で、水濁法で定める排水
基準より厳しい排水基準
を定めることができる。 
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